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後期高齢者健診を
　　　受診しましょう
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約
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割

を
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に
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公
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４
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保
険
給
付
費
は
、
今
後
２
年

間
に
つ
い
て
も
増
加
す
る
と
見

込
ま
れ
ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

保
険
料
率
の
上
昇
抑
制
策
を
行

い
、
保
険
料
率
は
据
え
置
き
と

な
り
ま
し
た
（
図
１
）
。
た
だ

し
、
中
間
所
得
者
層
の
負
担
軽

減
を
図
る
た
め
、
年
間
保
険
料

の
上
限
額
が
、
今
年
度
か
ら
55

万
円
か
ら
57
万
円
に
変
更
と
な

り
ま
す
。
ご
理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

保
険
料
は
、
一
律
に
負
担
し

て
い
た
だ
く
被
保
険
者
均
等
割

額
と
所
得
に
応
じ
て
負
担
し
て

い
た
だ
く
所
得
割
額
を
合
計
し

て
、
被
保
険
者
ご
と
に
算
出
し

ま
す
（
図
２
）
。

　

な
お
、
保
険
料
は
算
出
し
た

額
の
１
円
未
満
を
切
り
捨
て
と

し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
か

ら
100
円
未
満
を
切
り
捨
て
と
し

ま
す
。

　

個
人
ご
と
の
保
険
料
額
は
、

７
月
中
旬
に
送
付
す
る
保
険
料

額
決
定
通
知
書
等
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　
　
　

新しい保険料率が決まりました

持
続
可
能
な
運
営
を
目
指
し
ま
す　

増
え
続
け
る
医
療
費

　後期高齢者医療制度の保険料率は２年ごとに改定されます。今回平成２６
年度・２７年度の保険料率が決まりましたので、お知らせします。

■問い合わせ先　高知県後期高齢者医療広域連合　☎０８８－８２１－４５２６
　　　　　　　　市民保険課保険班　　　　　　　☎５３－３１１５

図１）後期高齢者医療保険料率
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　世帯の所得に応じて、次のように軽減されます。同一世

帯の中で、被保険者や世帯主の前年中の所得が決定してい

ない人がいる場合、保険料軽減判定ができませんので、税

務課まで、所得申告をお願いします。

◆被用者保険の被扶養者であった方の軽減

　後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険（協会けん

ぽ、共済組合、船員保険等）の被扶養者（扶養家族）であ

った方は、被保険者均等割額が９割軽減され、所得割額は

賦課されません。
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等の合計額

３３万円以下で、同一

世帯内の被保険者全員

の各種所得が、必要経

費（年金の所得は控除

額を８０万円として計

算）を差し引いたとき

に０円となる場合。
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額等から３３万円を引いた額）が５８万円

以下。年金収入のみの場合は、収入額が

１５３万円以上、２１１万円以下。
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図２）１人あたりの保険料の計算方法

図３）高知県内の保険給付費の動向
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　後期高齢者健康診査は、後期高齢者医

療の被保険者の方を対象とした健康診査

です。この健康診査では、血液や尿検査

などを実施しており、皆さんの健康状況

を知る良い機会となっています。生活習

慣病などが発見さ

れた場合は、早期

に、適切な治療を

受けることで、病

気が重症化するこ

とを予防すること

ができます。

■申し込みは不要です

　これまでは、健康診査を受診するため

には、事前に申し込みをいただく必要が

ありましたが、平成２６年３月３１日時

点で、後期高齢者医療制度の被保険者の

うち、健康診査の対象となる方について

は、申し込みをいただかなくても、６月

頃に受診券をお送りします。

　届いた受診券と同封してある問診票、

被保険者証をお持ちになって、後期高齢

者健康診査実施医療機関にお越しいただ

くと、健診を受けることができます。

■申し込みが必要な方

　４月１日以降に、新たに被保険者にな

られた方は、受診券が送付されませんの

で、申し込みが必要となります。

■対象とならない方

　後期高齢者医療の被保険者の方でも、

次の条件に当てはまる方は、健診と同様

の検査を病院などで既に受けているた

め、健康診査の対象外としています。

①生活習慣病で病院や診療所を受診され

　ている方

②６カ月以上継続して入院されている方

③介護施設や障害者施設に入所されてい

　る方

④事業主健診を受診されている方など

■問い合わせ先

　市民保険課保険班　☎５３－３１１５

年間保険料の上限＝５７万円（２万円増額）

均等割額＝５１，７９３円

所得割額＝賦課基準額×１０．３５％
賦課基準額とは、総所得金額（公的年金等控除や給与所得控除、事業

所得の経費を控除した額）、山林所得金額、土地等の譲渡にかかる所

得等から基礎控除額（３３万円）を引いた所得金額です。

◆所得割額の軽減
　被保険者本人の総所得金額等の状況により、軽減を判定

します。

◆均等割額の軽減

　今年度から、２割・５割軽減の対象者の範囲が広がりま

す。世帯主および被保険者の総所得金額等の合計額(※)の

状況により軽減の判定をします。

　※公的年金収入の場合、公的年金等にかかる雑所得から

　　１５万円を差し引いた額で軽減を判定します。

後期高齢者医療制度

　後期高齢者医療制度は平成２０年４月から始

まった制度で、７５歳以上の方が対象となりま

す（６５歳以上７５歳未満で一定以上の障害があ

る方で、申請を行い広域連合で認定を受けられ

た方を含む）。

　この制度の財政運営は、高知県内の全市町村

後期高齢者医療制度の

が加入している高知県後期高齢者医療広域連合

が行います。業務面では広域連合と市町村が役

割を分担し、広域連合は保険料の賦課や被保険

者資格管理・医療給付を行い、市町村は保険料

の徴収および各種申請や届け出などの窓口業務

を行います。  
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自己負担金無料！
健やかな生活を送るために

据え置き


